
愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 県は、愛媛県補助金等交付規則（平成18年愛媛県規則第17号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、市町が行

う福祉避難所機能強化・整備促進事業（以下「事業」という。）に要する経費に

対し、予算の範囲内で愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金（以

下「補助金」という。）を交付することにより、福祉避難所の機能強化と整備促

進を図る。 

 

 （補助対象経費及び交付額の算定） 

第２条 補助対象経費は、別表第１欄に定めるとおりとし、交付額は、同表第３

欄に定める基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に、同表

第４欄に定める補助率を乗じて得た額とする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第３条 市町は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様

式第１号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければ

ならない。 

 

 （補助金の交付決定） 

第４条 知事は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、

適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに

市町に通知するものとする。 

 

 （補助事業の変更承認申請） 

第５条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）につ

いて、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請

書（様式第２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

  ただし、補助額の変更を伴わない変更については、この限りではない。 

 

 （補助事業の中止及び廃止） 

第６条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめ補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を、知事に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業等完了後、速やかに補助事業実績報告書（様式

第４号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 



 

 （補助金の額の確定） 

第８条 知事は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査

し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、そ

の旨を補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金

精算払請求書（様式第５号）を、別に定める期日までに知事に提出しなければ

ならない。 

 

 （補助金の交付） 

第10条 知事は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交

付するものとする。 

 

 （補助金の概算払） 

第11条 知事は、前２条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたと

きは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書

（様式第６号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

 （財産の管理） 

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産につい

ては、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理すると

ともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

２ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、知事

はその収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

 （関係書類の保存） 

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、

補助事業完了の年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければならな

い。 

 

  附則 

 この要綱は、平成29年10月12日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、令和元年８月20日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 

  附則 

 この要綱は、令和３年８月20日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

  附則 

 この要綱は、令和４年７月８日から施行する。 



附則 

 この要綱は、令和６年10月９日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表 

１ 事業名 ２ 補助対象経費 ３ 基準額 ４ 補助率 

１．福祉避

難所機能強

化事業 

指定福祉避難所が適切に機能するよ

う実施する検討会のほか、福祉避難所

への避難や開設など訓練を実施するた

めに必要な次の経費 

 

報償費、旅費、需用費（消耗品費、食

糧費、印刷製本費）、役務費（通信運

搬費）、委託料、使用料及び賃借料、

備品購入費 

 

≪補助対象例≫ 

訓練計画作成、食糧費（米、水） 

介護用トイレ、簡易ベッド、 

パーティション 

など訓練実施で必要となる物資 

１施設あたり 

２００千円以内 

１／４ 

２．福祉避

難所整備促

進事業 

（１）新たに福祉避難所（一般避難所

の福祉スペースを含む。以下同じ。）

を指定する際の物資配備又は指定済の

福祉避難所への物資配備若しくは更新

に必要な次の経費 

 

需用費（消耗品費、食糧費）、役務費

（通信運搬費）、備品購入費 

 

≪補助対象例≫ 

非常食、飲料水、粉ミルク/液体ミル

ク、介護用トイレ、簡易ベッド、 

パーティション、車いす、ポータブル

発電機など 

１施設あたり 

５６０千円以内 

 

１／２ 

（新規指定施設） 

 

１／３ 

（指定済施設） 



（２）福祉避難所の開設に必要な資機

材を保管する備蓄倉庫の設置に必要な

次の経費 

 

委託料、工事請負費、備品購入費 

１市町あたり 

１,０００千円 

以内 

１／２ 

（３）生活空間の確保や災害時におけ

る要配慮者の収容人数増加のための福

祉避難所や福祉避難スペースの設備改

修に必要な次の経費 

 

需用費（消耗品費、修繕料）、役務費

（通信運搬費）、委託料、工事請負

費、備品購入費 

 

≪補助対象例≫ 

間仕切りやエアコン等の設置など 

１市町あたり 

１,０００千円 

以内 

１／２ 

※事業実施にあたっては、 

・福祉避難所指定基準、福祉避難所運営開設マニュアルを策定すること。



様式第１号（第３条関係） 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付申請書 

 

第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事        様 

 

 

    市町長        印   

 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業を実施するため、愛媛県福祉避

難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱第３条の規定により、補助金を交

付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

   １ 交付申請額  金          円 

   ２ 事業計画書（別紙１のとおり） 

   ３ 収支予算書（別紙２のとおり） 

４ その他申請に必要な書類 

 



別紙１（様式第１号関係） 

 

事 業 計 画 書 

 

１ 事業計画 

項 目 内    容 

事業の目的  

事業の内容 

１ 福祉避難所機能強化事業（指定済福祉避難所対象） 

  〔事業実施予定福祉避難所   件〕 

 

 

 

 

２ 福祉避難所整備促進事業 

 

(1)〔新規施設  件、指定済施設  件、福祉スペース  件〕 

 

 

(2)〔備蓄倉庫   件〕 

 

 

(3)〔福祉避難所  件、福祉スペース  件〕 

 

 

事業実施スケ

ジュール 
 



別紙２（様式第１号関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部                        （単位：円） 

区 分 予算額 摘  要 

国補助金   

県補助金  

1 福祉避難所機能強化事業は１施設あたり

200 千円×1/4 を上限 

2 福祉避難所整備促進事業は 1 施設あたり

560 千円×1/3（新規指定施設 1/2）、備

蓄倉庫及び設備改修 1,000 千円×1/2 を

上限 

市町負担   

合  計   

 

２ 支出の部                        （単位：円） 

区 分 予算額 摘  要 

   

   

 
 

 

 

 

   

合  計   

 
 
 
 



３ 県補助金額算定表 
〔1 福祉避難所機能強化事業〕 

福祉避難所名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇福祉避難所 

円 円 200,000円 
A×1/4又は 
C×1/4の少
ない方の額 

E=A-B-D 

   200,000円   

   200,000円   

   200,000円   

合  計①   ―   

 
〔2 福祉避難所整備促進事業〕 

福祉避難所名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇福祉避難所 

円 円 560,000円 

A×1/3又は 
C×1/3の少
ない方の額 
（新規指定
施設1/2） 

E=A-B-D 

   560,000円   

   560,000円   

   560,000円   

合  計②   ―   

 
 

備蓄倉庫名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇備蓄倉庫 

円 円 
1,000,000

円 

A×1/2又は 
C×1/2の少
ない方の額 
 

E=A-B-D 

   
1,000,000

円 
  

合  計③   ―   

 
 
 
 
 
 
 
 



福祉避難所名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇福祉避難所 

円 円 
1,000,000

円 

A×1/2又は 
C×1/2の少
ない方の額 
 

E=A-B-D 

   
1,000,000

円 
  

合  計④   ―   

 
 

総 合 計 
( ① ＋ ② ＋ ③ ＋
④) 

  ―   



様式第２号（第５条関係） 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業変更承認申請書 

 

第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事        様 

 

 

    市町長        印   

 

 

令和  年  月  日付け愛媛県指令 第   号で、補助金交付決定の通

知があった令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業を、下記のとおり変更

したいので、愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱第５条

の規定により、その承認を申請します。 

 

記 

 

   １ 変更の理由 

   ２ 事業計画書（別紙１のとおり） 

   ３ 収支予算書（別紙２のとおり） 

４ その他申請に必要な書類 

 

（注）２、３は様式第１号に準ずるものとする。



様式第３号（第６条関係） 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業中止（廃止）承認申請書 

 

第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事        様 

 

 

    市町長        印   

 

 

令和  年  月  日付け愛媛県指令 第   号で、補助金交付決定の通

知があった令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業を中止（廃止）したい

ので、愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱第６条の規定

により、その承認を申請します。 

 

記 

 

   １ 事業の中止（廃止）の理由 

 

 

   ２ 中止の期間（廃止の期間） 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業実績報告書 

 

第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事        様 

 

 

    市町長        印   

 

 

令和  年  月  日付け愛媛県指令 第   号で、補助金交付決定の通

知があった令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業の実績について、愛媛

県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱第７条の規定により、関

係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

   １ 事業実績報告書（別紙１のとおり） 

   ２ 収支決算書（別紙２のとおり） 

   ３ 策定した福祉避難所指定基準、福祉避難所運営開設マニュアル 

   ４ その他報告に必要な書類 

  



別紙１（様式第４号関係） 

 

事 業 報 告 書 

 

１ 事業報告 

項 目 内    容 

事業の内容 

１ 福祉避難所機能強化事業（指定済福祉避難所対象） 

  〔事業実施予定福祉避難所   件〕 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉避難所整備促進事業 

 

(1)〔新規施設  件、指定済施設  件、福祉スペース  件〕 

 

 

(2)〔備蓄倉庫   件〕 

 

 

(3)〔福祉避難所  件、福祉スペース  件〕 

 

 

事業実施スケ

ジュール 
 

 



別紙２（様式第４号関係） 

 

収 支 決 算 書 

 

１ 収入の部                        （単位：円） 

区 分 決算額 摘  要 

国補助金   

県補助金  

1 福祉避難所機能強化事業は１施設あたり

200 千円×1/4 を上限 

2 福祉避難所整備促進事業は 1 施設あたり

560 千円×1/3（新規指定施設 1/2）、備

蓄倉庫及び設備改修 1,000 千円×1/2 を

上限 

市町負担   

合  計   

 

２ 支出の部                        （単位：円） 

区 分 決算額 摘  要 

   

   

 
 

 

 

 

   

合  計   

 



３ 県補助金額算定表 
〔1 福祉避難所機能強化事業〕 

福祉避難所名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇福祉避難所 

円 円 200,000円 
A×1/4又は 
C×1/4の少
ない方の額 

E=A-B-D 

   200,000円   

   200,000円   

   200,000円   

合  計①   ―   

 
〔2 福祉避難所整備促進事業〕 

福祉避難所名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇福祉避難所 

円 円 560,000円 

A×1/3又は 
C×1/3の少
ない方の額 
（新規指定
施設1/2） 

E=A-B-D 

   560,000円   

   560,000円   

   560,000円   

合  計②   ―   

 

備蓄倉庫名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇備蓄倉庫 

円 円 
1,000,000

円 

A×1/2又は 
C×1/2の少
ない方の額 
 

E=A-B-D 

   
1,000,000

円 
  

合  計③   ―   



 

福祉避難所名 
補助対象 
経費(A) 

国補助 
金額(B) 

県補助 
基準額(C) 

県補助 
金額(D) 

市町 
負担額(E) 

（例） 
〇〇福祉避難所 

円 円 
1,000,000

円 

A×1/2又は 
C×1/2の少
ない方の額 
 

E=A-B-D 

   
1,000,000

円 
  

合  計④   ―   

 
 

総 合 計 
( ① ＋ ② ＋ ③ ＋
④) 

  ―   



様式第５号（第９条関係） 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金精算払請求書 

 

第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事        様 

 

 

    市町長        印   

 

 

令和  年  月  日付け愛媛県指令 第   号で、補助金交付決定の通

知があった令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金について、愛

媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱第９条の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

   一金        円也 

 

    内訳  交付決定通知額  金       円也 

        概算払受領済額  金       円也 

        今 回 請 求 額  金       円也 

 



様式第６号（第11条関係） 

 

令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金概算払請求書 

 

第   号  

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事        様 

 

 

    市町長        印   

 

 

令和  年  月  日付け愛媛県指令 第   号で、補助金交付決定の通

知があった令和 年度福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金について、愛

媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金交付要綱第11条の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

   一金        円也 

 

    内訳  交付決定通知額  金       円也 

        概算払受領済額  金       円也 

        今 回 請 求 額  金       円也 

        残     額  金       円也 

 

 


